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十

四

世

紀

英

図

に

於

け

る

農

民

-圃.

撲
蕗
技
生
過
程
の

考

察

社
会
経
済
史
上
一
般
的
に
母
は
れ
る
如
く
、
第
十
二
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に

於
て
、
賦
役
の
労
務
以
代
納
品
す
る
傾
向
を
辿
っ
た
。
労
務
代
納
化
の
過
程

は
、
農
業
生
産
物
商
品
化
と
共
に
、
ヘ
シ
リ
1
一
一
一
世
、
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
及

一
ニ
世
に
よ
る
金
属
貨
幣
の
発
行
に
ょ
っ
ζ
、
荘
園
領
主
、
農
民
双
方
が
い
ち

ぢ
る
し
く
貨
幣
経
済
化
し
た
こ
と
を
基
底
と
す
る
。

の。
E
2
z
Z
Z
2・
此
内
)
時
代
の
農
慌
の
義
務
は
、
「
労
働
す
べ
き

人
を
見
出
す
」
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
多
く
ゆ
場
合
、
自
ら
之
に
慣

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
o
一
週
間
に
二
乃
至
三
日
の
労
務

は
、
特
に
牧
獲
期
な
ど
、
農
業
労
働
の
ピ
1
グ
期
に
於
て
は
、
農

民
に
と
っ
て
大
き
な
慶
治
一
と
な
っ
た
o

1) 
し
か
し
、
農
民
労
務
の
貨
幣
代
納
は
、
可
成
り
頻
繁
に
行
は
わ
ぐ
い
た
け

れ
ど
も
、
ま
だ
必
ず
リ
し
も
一
般
的
な
も
の
で
は
な
か
の
子
。
此
の
点
に
関
し

〈
は
、
幾
多
の
論
争
が
繰
返
さ
れ
℃
レ
る
。
と
も
か
く
、
一
一
一
一
八
一
年
に
勃

発
し
た
農
民
一
授
は
、
賦
役
の
金
納
化
と
黒
死
病
(
司
自
国

M
R
r
o
z
p

十
四
世
紀
英
閣
に
於
け
る
農
民
一
授
後
生
過
程
の
一
考
察

山

本

敏

E
S
4
2
υ
に
よ
る
農
民
の
労
的
価
値
騰
貧
と
の
関
係
に
於
C
述
べ
ら
れ
る

の
が
至
当
で
あ
ろ
う
o

ロ
ジ
ャ
ー
ス
は
、
賦
役
の
金
納
化
は
黒
死
病
以
前
に
殆
ん
ど
完
了
し
ピ
レ

た
と
の
前
提
の
下
に
、
黒
死
病
に
よ
る
賃
銀
騰
貴
の
結
果
領
、
ま
は
、
代
納
支

払
を
以
て
し

τは
最
旦
T
英
経
営
を
維
持
す
る
に
足
る
だ
け
の
自
由
労
伐
を
購

い
得
な
く
な
っ
た
の
で
、
既
に
隷
属
状
態
'
よ
り
脱
却
ぜ
る
農
民
に
再
び
労
力

給
付
そ
強
制
せ
ん
と
し
、
遂
に
一
授
を
爆
発
せ
し
む
る
に
到
っ
た
と
し
て

い
ふ
。
叉
カ
1
ト
九
ー
は
、
黒
死
病
に
よ
り
賃
銀
が
ご
倍
以
お
に
騰
貴
し
た

に
も
か
L
わ
ら
ず
農
民
は
労
役
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
の
で
、
領
主
え
の
一
回
抗

に
結
束
す
る
に
到
っ
た
と
し
て
い
る
。

1) 

吋
・
問
。
間

2
明

日

間

g
g吋
〈
。
内
〉
開
立
の
己

2
5
mロ
晶
司
同
仙
の
ゆ
郡
山
田

何
回
出
}
百
島

H
∞ま・
g

F

H

・回以唱・
2
1ま

の
口
元

-
2
u
ω
r。
H吋
rgHC岡
山
『
。
同
開
口
問

HFr
〉
間
門
戸
。

zrz『。

こ
の
数
字
的
根
撲
は
明
確
で
な
い
1

。

此
山
場
合
カ
1
ト
ラ
ー
は
、
「
鎖
、
五
針
農
民
ド
」
の
関
係
に
於
て
の

み
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

4) 3) 2) 

三五:



十
凶
世
紀
英
同
聞
に
於
け
る
農
民
一
・
挨
溌
生
過
程
の
一
考
察

ロ
ジ
ャ
ー
ス
に
依
っ
て
唱
え
ら
れ
た
此
の
古
典
的
見
解
は
、
一
八
九

O
年

に
到
り
カ
ニ
シ
ハ
ム
に
上
っ
て
、
「
十
五
世
紀
に
於
て
も
な
ほ
賦
役
が
一
般

に
行
は
れ
て
い
た
」
と
し
て
反
対
さ
れ
た
o
そ
の
後
ぺ
イ
ヂ
は
、
「
束
、

中
、
南
部
(
但
し
ケ
シ
ト
や
一
除
〈
)
に
於
て
は
、
十
四
世
紀
中
葉
ま
で
賦
役

が
支
配
的
で
あ
っ
て
、
農
民
一
授
の
直
前
に
は
む
し
ろ
金
納
化
傾
向
が
強
め
め

ら
れ
た
」
と
一
言
ふ
綿
密
な
統
計
的
分
析
か
ら
割
出
し
た
結
論
を
導
き
出
し
、

そ
れ
が
そ
の
後
十
年
係
り
の
固
定
説
と
な
っ
加
。

わ

者

-PE回目
r
g
¥ロz
p
g
H
r

。E
a
z
m
r
H
E
5
5
8
L

の
2
出
居
可

2LMM江国
mHro
何
日
守
白
色
富
三
《
回
目
。

kpmg-

吋
-
d
司・司釦

m
o
u
U目。

C
E垣内
w
ロ己ロ回国

ι
2
司
E
r
E出
g
m宮
山
口
品
。
目

。丸山

rur⑦
P
E
E
2のロ

E
L
m
p同一
2
r。
回
の
E-pmrω
四件。口開口問
-
i

臼口
L
P
同
∞
唱
吋

小
松
タ
喬
「
封
建
英
閣
と
そ
の
崩
壊
過
程
」
四
頁

2) 3) 
こ
れ
に
対
し
て
グ
レ
イ
は
;
ぺ
イ
ヂ
説
の
論
拠
が
主
と
し
て
南
部
イ
ギ
リ

ス
の
教
会
開
の
資
料
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
之
に
地
域
的
制
限
を

附
す
べ
き
で
あ
る
と
し
わ
o
即
ふ
り
、
東
部
と
南
部
に
就
て
は
ぺ
イ
ヂ
説
を
認

め
、
西
部
、
北
部
に
就
て
は
ロ
ジ
ャ
ー
ス
説
に
復
帰
し
た
の
で
忠
弘
。

h

間

-rの
詰
〈
・
凶
M
M
O

の。国ピ出口回目

E
昨日。

g
c町
話
回
仏
国
∞
E
i
s∞

四
国
何
回
開
釘
一
旦
ゲ
O
向。
z

p⑦
豆
引
の
r
u
g
F
ハ何回四
-zr
自
主
。
江

B
H

F
己
0
4
3
Z
H
-
E
M〉

お
大
塚
久
却
・
イ
ギ
リ
ス
黙
阿
聞
の
研
究
に
闘
す
る
一
傾
向
ハ
近
代
委

本
主
義
心
系
諮
二
六
八
万
)

更
に
一
九

O
一
年
に
到
り
、
ぺ

b
?ン
エ
フ
ス
キ
ー
が
、
二
一
一
八
一
年
の

農
民
一
撲
の
原
因
に
就
て
、
ロ
ジ
ャ
ー
ス
の
封
建
反
動
説
に
同
意
す
る
こ
と

令
表
明
し
、
之
に
反
対
す
る
す
1
7
y
等
と
の
問
に
論
争
が
続
け
ら
れ
た
。

一
一
ニ
六

二
十
世
田
叫
に
入
っ
て
か
ら
、
史
実
に
就
て
の
渉
猟
が
進
む
と
共
に
、
田
理
論

に
於
け
る
例
外
が
幾
多
発
見
さ
れ
た
。
中
で
も
、
コ
ス
ミ
Y

ス
キ
ー
に
よ
っ

て
、
「
五

O
O
エ
ー
カ
ー
以
下
の
小
所
領
は
、
そ
れ
以
と
の
大
所
領
に
比

し
、
叉
俗
人
所
領
は
教
会
所
領
に
比
し
て
、
隷
農
保
有
地
の
面
積
が
小
さ
な

比
率
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
貨
幣
地
代
は
東
部
所
領
に
於
て
、
叉
小
所
領
に

於
て
支
配
的
で
あ
る
こ
と
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
れ
に
上
っ
て
、
ロ
ジ

ャ
ー
ス
説
が
賦
役
の
重
要
性
を
強
調
し
℃
い
る
所
以
け
、
そ
れ
が
犬
所
領
及

び
教
会
領
に
於
け
る
資
殺
に
基
〈
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
が
解
明

さ
れ
た
。
二
十
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
結
巣
今
一
綜
合
す

る
と
、
十
三
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
貨
幣
地
代
が
支
間
的
で
あ
る
が
、
東
部

イ
ギ
リ
ス
で
は
賦
役
が
多
〈
、
む
し
ろ
強
化
さ
れ
た
場
合
さ
え
あ
る
。
即

ち
、
人
口
調
密
で
、
工
業
、
交
易
及
外
国
貿
易
の
最
も
発
達
し
た
地
方
に
賦

役
が
多
か
っ
た
と
言
う
こ
と
に
な
り
、
金
納
化
の
進
行
を
貨
幣
経
済
と
の
関

係
に
於
て
述
べ
切
っ
た
ロ
ジ
ャ
ー
ス
説
の
根
拠
は
一
応
く
つ
が
え
さ
れ
た
こ

と
に
な
恥
o

こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
司
E
?
-
m
g
s
z
u
の
行
は
れ
る
社
会
的

基
盤
の
一
つ
の
類
型
宇
田
一
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。

ゎ
小
松
、
前
知
明
書
二
四
頁

め

閥

、

一

主

頁

さ
ぐ
こ
こ
で
、
農
民
一
撲
の
発
生
過
程
を
省
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

ロ
ジ
ャ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
此
の
一
授
は
農
民
に
よ
る
農
業
的
発
達
の
過
程

を
、
領
主
が
転
倒
せ
ん
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
農
民
の
報
復
で
あ
っ
た
。

こ
の
見
解
は
、
ア
ツ
シ
Z

レ
ー
に
よ
っ
℃
も
路
認
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か



に
、
星
山
花
病
に
よ
る
労
灼
の
稀
少
化
は
、
農
民
を
L
て
彼
等
の
労
的
価
値
を

よ
り
多
〈
自
覚
せ
し
め
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
領
主
が
農
民
の
労
灼
力

を
保
留
出
来
な
い
場
合
、
そ
の
領
主
領
の
耕
作
は
全
然
出
来
な
か
っ
た
の
で

あ
り
、
代
納
化
の
行
は
れ
な
い
地
方
で
は
、
農
民
は
賦
役
義
務
の
寛
大
化
と

更
に
金
納
化
学
」
要
求
し
た
。
自
由
雇
傭
労
幼
の
価
値
は
永
続
的
に
約
五

O
w
m

騰
貴
し
、
政
府
は
法
令

S
Z
Z
Z〉
や
布
告
(
匂

3
2
E
E
Eろ
を
以
て
、

従
前
の
慣
習
的
賃
銀
よ
り
も
よ
り
多
〈
を
支
払
い
、
叉
は
要
求
す
る
こ
左
安

禁
止
し
た
が
、
労
的
騰
貴
を
抑
え
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

領
主
は
愈
々
一
慣
習
的
労
務
の
強
制
そ
固
執
し
た
。
斯
う
し
て
二
つ
の
対
立

物
問
の
衝
突
が
結
節
点
に
達
す
る
直
前
に
於
て
は
、
支
閑
却
す
る
側
の
も
の
は

新
し
い
発
展
の
中
に
自
ら
を

shFV@訂
す
る
の
で
な
く
て
、
旧
き
秩
序
に

固
執
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
代
納
が
ま
だ
始
め
ら
れ
た
ば
か
り
で
、
領
、
玉

が
労
力
の
選
択
権
hv
一
撮
っ
て
い
た
地
方
に
於
て
は
、
し
ば
し
ば
労
力
の
徴
発

が
行
は
れ
た
。
領
主
は
荘
園
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
現
金
化
の
機
会
が
与
え
ら

れ
と
い
た
。
即
ち
、
現
実
的
或
は
推
定
的
な
義
務
違
反
に
対
し
亡
、
農
民
は
容

赦
な
〈
裁
判
所
に
出
頭
を
命
ぜ
ら
れ
て
罰
金
刑
を
課
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

幻
司
法
機
関
は
葱
秩
序
維
持
山
た
め
に
動
員
さ
れ
b
f
o

そ
り
反
動

で
、
農
民
一
授
の
際
農
民
た
ち
は
、
裁
列
所
書
類
の
焼
排
い
を
徹

底
的
に
行
っ
た
。

農
業
発
達
の
原
則
を
は
ぼ
む
斯
う
し
た
領
主
の
反
動
化
は
、
当
然
社
会
不

安
を
醸
成
し
た
。
一
撲
の
原
因
と
叫
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
L

に
宗
教
的
反
抗

思
想
の
霞
頭
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
人
間
平
等
の
原
則
」
宇
推
進
す
る

允
め
に
、
多
〈
の
「
貧
困
説
教
者
門
司
声
高
円

p
aら
3
m
)
」
に
よ
っ
て
辻
説

教
が
行
は
れ
h
o
彼
等
は
「
天
恵
に
基
〈
主
権
ロ
c
E
E
B
H
E
E
&
S

十
四
世
和
英
図
に
於
け
る
農
民
一
撲
溌
生
過
程
の
一
考
察

。Eの
う
ど
の
教
義
そ
庶
民
の
立
場
に
立
っ
て
実
知
的
に
利
用
し
た
o
ウ
イ
グ

リ
7

は
此
の
教
義
を
「
凡
て
の
主
権
即
ち
支
国
酔
は
神
え
の
奉
伽
に
対
す
る

報
酬
と
し
て
神
よ
り
恵
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
彼
の
通
俗

説
教
者
逮
の
聴
衆
は
、
「
農
民
の
要
求
を
容
れ
ざ
る
領
主
は
、
天
恵
の
状
態

に
在
る
能
は
ざ
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
農
ロ
お
は
賦
役
履
行
を
忌
避
す
べ
寺
権

利
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
の
結
論
を
容
易
に
導
き
出
し
て

L
ま
っ
た
。

ウ
イ
グ
リ
7

の
考
え
に
よ
れ
ば
、
「
私
有
が
行
は
れ
亡
い
る
所
で
は
、
道
徳

ハ
恩
恵
の
状
態
)
に
よ
っ
て
の
み
弁
明
さ
れ
、
死
罪
の
状
態
に
在
る
も
の
は

財
産
に
対
す
る
権
利
を
持
た
な
い
V

と
し
て
い

h
o
農
民
連
は
此
の
教
理
中
」
、

不
正
に
し
て
罪
あ
る
地
主
及
芙
長
老
は
、
そ
の
所
有
に
対
し
℃
権
利
宇
一
持
た

ぬ
。
従
っ
て
、
そ
の
暴
力
的
剥
奪
は
道
徳
的
行
為
で
あ
る
」
と
解
釈
し
た
の

で
あ
る
。

一
撲
の
原
国
と
し
て
、
本
庄
薬
治
郎
裁
授
は
、
一
、
賃
銀
世
情
加

ω

要
求
一
一
、
宗
教
に
依
る
反
抗
的
思
想
の
存
在
主
、
人
頭
臨
怖
の

採
用
の
三
つ
を
挙
げ
で
い
1

る
o
問
教
授
、
欧
州
総
済
史
講
義
、
京

大
経
済
拳
部
昭
和
十
七
年
度
。

】
。
吉
田
乙
】

(
d
z
B白
色
雪
山
⑦
即
時
。
南
関
自
時
)
の
煽
動
は
著
し
い
r

も
ゆ
で
あ
っ
た
o
彼
は
長
い
間
貧
乏
と
不
満
を
も
ら
し
て
歩
い

た

oz-∞
旬
、
の
E
『

H

K

P

出
U
S
2
0『
k
p
m

ユ2
H
Z』
3-v-HHC

ζ

れ
は
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
歓
迎
に
も
と
ず
〈
O

「
楽
節
制
」
去
の
鍵
力
」
が
、
と
の
中
に
合
主
れ
で
腐
り
、
こ
の
こ

と
が
重
要
な
窓
吹
を
持
つ
。

e
r
p

れ
は
「
天
窓
ゐ
一
つ
の
扶
態
」
で
あ
る
o

由。
2
西
誇
「
近
古
の
農
民
戦
争
」
一
ニ
む
頁

購
買
の
自
由
と
貨
幣
地
代
化
、
即
ち
農
産
物
の
販
売
化
を
希
ん
で
農
奴
制

1) 2) 4) 3) 6) 5) 

ーと



十
回
世
和
英
闘
に
於
け
る
農
民
一
挟
昨
民
生
過
程
の
一
考
察

度
ゆ
ら
脱
皮
せ
ん
と
し
た
農
民
の
動
き
が
、
旧
賃
銀
制
を
保
持
せ
ん
と
す
み

法
令
に
ょ
っ
と
そ
の
動
機
を
与
え
ら
れ
、
一
一
一
一
八
一
年
に
制
定
さ
れ
た
人
頭

税
ハ

pv一戸
Z
ろ
に
よ
っ
て
遂
に
一
授
に
迄
誘
発
さ
れ
た
o

わ
一
主
主
一
年
に
出
さ
れ
た
o
賃
銀
を
一
一
一
一
四
八
年
の
水
準
に
下
げ

ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
o
常
時
の
賃
銀
は
次
表
の
如
く
食
物
給

を
企
む
も
の
で
あ
P
た。

引

片

側

令

l
E
5
8
2川
淵
・
序
弐
「
ロ
∞
主

E
Z時
2

E田
島

常

出

岬

咋

対

「

]
5
0

の

岱

立

。

同

、

v

H

C

C

川

W
E
琳

〉

、

5

0

湾
対
立
青
よ
い
S
品

物

〉

、

。

。

畏
琳
洲
町
件
対
由
明
思
疎
、
Y

C

C

博

明

、

叶

。

農
業
情
労
働
者
の
食
料
は
彼
等
が
受
け
る
現
金
額
よ
り
も
可
成
り
高

債
で
あ
っ
た
。
九
遡
問
毎
に
小
姿
、
大
姿
、
一
ブ
イ
奈
を
交
ぜ
て

H
E
m
m
H
2
即
ち

hH倣
巾
価
制
使
に
し
て
囚
志
六
片
(
年
に
二
去
志
)
、

叉
法
令
に
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
が
、
一
一
一
志
蛍
の
秋
期
手
常
と
時
に
は

即
時
、
姿
酒
、
帥
脚
等
が
賜
物
と
し
て
添
え
ら
れ
て
い
た
o
農
業
崎
労
働

者
に
現
金
で
支
梯
ふ
な
ら
ば
、
十
四
世
犯
に
は
一
日
一
一
一
片
(
妻
は

一
片
、
子
供
は
%
片
稼
い
だ
と
見
ね
る

o

p肯
己
目
。
同
日

ωr。込

町
2
8ミ
ミ
何
回
m-trkp関
門
仙
の
己
言

E
池
原
諜
稿
凶
八
頁

一
三
八
一
年
五
月
三

O
目
、
農
民
及
、
漁
民
に
よ
る
最
初
の
暴
動
が
起
っ
た
。

彼
等
の
、
豆
一
肢
は
、
「
労
仇
カ
を
自
由
に
す
べ
き
で
あ
り
、
思
玉
爪
株
肌
払
ム

よ
っ
て
も
、
地
主
に
斌
役
を
強
制
さ
る
べ
き
で
な
い
」
と
言
ふ
こ
と
で
あ

ち

っ
た
。

'1， 

国

2
H
祉
六
月
の
第
二
泊
と
言
(
J

て
い
る
o
国

2
F
F邑
・
同
V
A
U

東
部
開
E
Z
D
農
漁
民
は
、
王
室
よ
り
命
ぜ
ら
れ
た
宮
口

ZM内

ω
支
扮
い
を
拒
街
し
、
森
心
中
で
数
次

ω
併
合
を
持
ち
、
そ
心
童

、A

ロ
シ
ド
シ
に
向
。
た
o
途
中
で
開
。
患
の
大
衆
が
加
は
A
J

た。

の
ロ
E
』
ゲ
向
島
・
司
・
]
戸
]
戸
]
戸

旬

。

E
F
F己・

2
1
H
H
H
l
ロN

2) 1) 
南
イ
ギ
リ
ス
諸
都
市
工
業
労
幼
者
の
大
部
分
の
同
調
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス

東
南
部
に
於
け
る
労
的
階
級
の
勝
利
が
導
か
れ
た
。
し
か
し
、
指
導
と
統
制

の
欠
如
及
武
装
力
の
不
足
の
故
に
、
政
治
権
力
は
忽
ち
王
朝
(
国
王
は
り
チ

ヤ
ー
ド
二
世
、
当
時
十
五
才
〉
の
許
に
還
っ
て
し
ま
っ
た
。
農
民
た
ち
は
、

国
王
に
対
す
る
従
来
よ
り
も
一
層
強
い
程
度
の
「
忠
順
」
を
強
要
さ
れ
た
。

均
一
ア
シ
ダ

Y

ゆ
時
労
働
者
と
ツ
シ
フ
ト
組
合
と
は
、
外
凶
商
人
及
び
金

融
業
者
に
針
し
て
、
又
イ
ギ
リ
ス
柑
労
働
者
を
採
用
し
な
い
℃
プ
)

J

ダ

シ
に
於
げ
る
フ
ラ
V
J

ダ
1
ス
織
物
業
者
に
反
針
し
た
O

切

2H-

宮
島
・
同
ι
司・事
N
I
&

此
の
一
授
の
後
、
農
民
と
農
業
は
如
何
に
浸
っ
て
来
た
か
。
労
務
の
貨
幣

地
代
化
は
、
小
山
辰
巳
ん
に
と
っ
て
よ
り
よ
い
条
件
で
且
つ
以
前
よ
り
も
遥
か
に

速
か
に
進
行
し
た
。
即
ち
、
.
労
的
需
要
の
増
大
と
言
う
社
会
状
態
の
中
に
、

農
民
連
は
札
払
肌
色
札
臥
也
亡
に
よ
っ
て
、
領
主
の
土
地
財
産
を
無
に
す
る

こ
と
が
出
来
た
。
か
く
し
て
「
忠
順
」
は
次
第
に
廃
れ
、
都
姉
の
勃
一
興
と
職

工
唯
一
一
市
の
進
歩
は
、
農
薬
人
口
を
益
々
都
市
に
吸
収
し
て
行
っ
た
。

む
こ
れ
か
ら
一
役
綻
後
、
牧
場
の
綴
援
に
常
っ
て
、
小
作
人
を
手
離

す
ζ

と
が
喜
ん
で
行
は
れ
た
乙
と
L

釣
眼
的
で
あ
る
。
十
三
世
h
問

中
葉
に
到
り
、
一
一
都
市
が
食
糧
日
開
市
場
を
形
成
し
つ
λ

あ
っ
た
と
共

に
、
ブ
一
ア
ン
ダ
ー
ス
地
方
を
需
要
地
と
し
て
英
闘
に
勃
興
し
っ
、



あ
っ
た
織
物
業
が
、
羊
毛
業
の
援
遣
を
促
し
つ
λ

あ
っ
た
こ
と
は

一
=
一
八
一
年
を
迎
え
る
前
心
英
閣
の
経
済
絞
惑
を
考
え
る
上
に
充

分
銘
認
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
と
れ
が
考
祭
は
別
の
機
命
H

に
す
る
。

勾

p
g
-
p
z・
Hν

ロH

こ
の
結
果
、
十
五
世
紀
の
中
葉
に
は
、
殆
ん
ど
全
く
賦
役
の
廃
止
が
行
は

れ
、
こ
L
に
幾
世
紀
に
渉
る
英
国
荘
霞
制
は
一
大
愛
草
が
行
わ
れ
た
。
貨
幣

地
代
を
以
て
労
伐
地
代
に
代
え
、
労
仇
上
の
拘
束
を
受
け
ざ
る
自
由
農
民

が
、
農
業
生
産
し
七
に
唱
由
の
手
腕
を
振
う
こ
と
に
な
っ
た
。
大
土
地
所
有
の

分
割
と
小
農
地
の
創
設
は
迅
速
に
進
み
、
農
業
生
産
の
上
昇
を
得
る
こ
と
が

釣

出
来
た
。

-
B
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2) 

こ
れ
が
後
に

F
Z
H。
E
E
の
滋
床
と
な
っ
た
。
時
と
所
を
具
に

す
る
と
は
言
え
、
我
国
に
於
け
る
今
次
の
由
民
地
改
草

ω
結
果
に
就

て
も
、
そ
の
現
象
形
態
に
於
て
相
共
・
遇
す
る
も
の
が
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
(
大
谷
省
=
一
、
保
守
の
温
床

l
農
地
改
草
心
意
味
す
る
も

の
|
理
論
一
七
銭
昭
和
二
六
年
一
一
月
〉
し
か
し
、
ス
ト
ル
イ
ぜ

ン
農
地
改
革
の
後
に
、
ロ
シ
ヤ
の
農
民
が
コ
ル
ホ
ー
ズ
経
管
に
よ

る
大
主
地
所
有
を
形
成
し
た
の
と
は
諭
を
異
に
す
る
。

佐
藤
も
稲
田
、
「
世
界
農
業
史
論
」
二

O
四

1
二
二
四
頁

四

わ
れ
わ
れ
は
今
此
の
一
授
の
社
会
的
性
絡
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
当

時
既
に
都
市
の
労
的
者
と
荘
園
領
主
と
の
聞
に
も
、
超
え
難
き
利
益
の
対
立

が
生
じ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
消
費
、
労
仇
の
み
で
な
ぐ
、
生
産
関
係
に
も
及

ん
で
い
た
。
そ
れ
に
も
か
L
わ
ら
ず
、
此
の
騒
援
は
単
に
農
民
の
み
の
一
授

に
終
っ
て
い
る
。

十
四
世
利
爽
図
に
於
け
る
農
民
一
挟
譲
生
過
程
の
一
考
察

ド
イ
ツ
農
民
喰
舎
の
場
合
に
も
類
似
℃
て
い
る
。
「
農
民
は
恐
ろ

し
い
摩
迫
に
切
指
し
な
が
ら
も
、
内
問
叛
観
に
到
ら
な
か
ワ
た
の

は
、
彼
等
の
分
散
し
て
い
た
こ
と
、
誇
侯
、
貴
族
、
都
市
の
相
殺

さ
れ
た
権
力
が
初
同
盟
し
、
和
協
力
し
て
農
民
に
針
時
L
て
い
る

限
り
、
掌
命
を
起
す
と
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
司
・
何
回
想
宮
山
巴
2

p
c
H
g
r。
国

E
2ロ
「
片
山
⑦
間
関
与
・
同
改
造
一
位
版
マ
ル
エ
シ
金
集

問

答

二

九

一

二

頁

‘

此
の
一
撲
を
グ
一
7
1
ス
は
社
会
的
叛
乱
ハ

m
Z
E
2
5
}
σ

と
呼
的
、
オ

1

マ
シ
は
「
国
自
の
H
E同
封

2
C
M
H
2
5∞
ど
と
言
い
切
っ
て
い
る
が
、
ペ

1
ア
や
エ
シ
ゲ
ル
ス
は
「
司

E
E
E
H
2乞
ご
と
呼
ぶ
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
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発
生
の
過
程
を
見
る
場
合
に
は
、
全
社
会
的
に
多
〈
の
関
連
を
持
っ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
農
民
一
授
の
全
過
程
を
社
会
構
成
史
的
に
見
る
と
き
、
や
は

り
単
な
る
「
旬
。

ω
E
2
2
2
r」
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ポ
ス
タ

y
は
十
二
世
紀
に
は
直
営
地
の
面
積
が
減
少
傾
向
を
示
し
て
い
る

と
言
う
史
実
を
聞
か
に
し
、
更
に
十
三
世
紀
農
業
上
の
大
好
況
期
に
、
経
済

的
に
発
達
し
て
い
た
地
方
の
所
領
で
直
泊
地
の
拡
張
が
行
わ
れ
、
賦
役
も
強

化
拡
大
し
て
い
る
こ
と
を
解
明
し
て
レ
る
o
即
ち
、
こ
与
に
わ
れ
わ
れ
は
金

納
化
進
展
の
十
二
世
紀
と
、
そ
れ
が
復
活
し
た
十
四
世
紀
の
間
に
、
こ
の
様

な
『
2《
E
2
2
2
2目
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
見
る
の
で
為
る
。
土
地
を
有
せ

ざ
る
自
由
労
仇
が
少
量
で
、
而
も
政
治
的
発
一
言
力
争
持
た
ぬ
場
合
に
は
、
生

産
力
が
増
大
し
市
場
が
拡
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
時
に
当
っ
て
、
逆
に
賦
役
の

増
加
に
も
導
き
得
る
も
の
で
あ
る
。

わ
ポ
ス
タ
シ
に
就
て
は
大
塚
前
掲
害
二
七
九
頁
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
o

1) 
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